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(57)【要約】
　特に乗物用サドルまたはシートのための、人体的支持
構造物である。その構造物は、長手方向の末端部分（８
、８’）を備えている上部要素（４）と長手方向の末端
部分（９、９’）を備えている下部要素（５）を有する
。上部要素（４）は、該下部要素（５）に対して、対向
しており、横に間隔を空けて配置されている。更に、こ
れらの要素は、該要素（４、５）の一方の長手方向の末
端（６）において、一体的及び弾性的に結合され、該要
素（４、５）の間に隙間（７）を設け、構造物に加えら
れる負荷変動に応じて、該要素（４、５）の反対側の自
由端（８、９）が、隙間（７）を調整することを可能に
する。この構成により、本発明の構造物は、構造物が取
り付けられた乗物からの応力を吸収することに実質的に
役立つ。
【選択図】　　　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可動、または固定フレーム（Ｔ）に連結するためのサドル、または乗物シートのような
、一体的人体支持構造物であり、
　着座した使用者を支えるための上部要素（４）を有し、該上部要素は長手方向の末端部
分（８、８’）を備え、
　該可動、または固定フレーム（Ｔ）に連結するための下部要素（５）を有し、該下部要
素（５）は、長手方向の末端部分（９、９’）を備え、
　該上部要素（４）は該下部要素（５）に対して、対向していて、横に間隔を空けて配置
された関係であり、該上部要素（４）及び該下部要素（５）が、該要素（４、５）の一方
だけの長手方向の末端（６）に近接して、一体的及び弾性的に結合され、該要素（４、５
）の間に隙間（７）を設け、それにより、構造物に加えられる負荷変動に応じて、該要素
（４、５）の反対側の自由端（８、９）が該隙間（７）を調整可能にすることを特徴とす
る一体的人体支持構造物。
【請求項２】
　該上部要素（４）及び該下部要素（５）が、所定の弾性係数を有する同一の実質的に剛
性の基材で製造されていることを特徴とする請求項１に記載の構造物。
【請求項３】
　該上部要素（４）が、実質的に長い形状を有し、末端（６）に該下部要素（５）を接続
するための先細りの前端（８’）を備え、そして、反対側の自由端に、幅広くなっている
後端部分（８）を備えることを特徴とする請求項１に記載の構造物。
【請求項４】
　該下部要素（５）は、適切な接続手段により該フレームに投錨固定するための部分（１
３）を有し、該投錨固定部分（１３）は実質的に細長く、実質的に縦軸（Ｘ）を規定する
ことを特徴とする請求項１に記載の構造物。
【請求項５】
　該構造物が、該上部要素（４）と該下部要素（５）の間に設置された弾性ダンピング手
段（１４）を有することを特徴とする請求項１に記載の構造物。
【請求項６】
　長手方向の自由端（８、９）の一つに近接する該上部要素（４）と該下部要素（５）の
間に該ダンピング手段（１４）を設置することを特徴とする請求項５に記載の構造物。
【請求項７】
　該下部要素が該弾性ダンピング手段に対して作用する接合部（１５、１５’）を有する
ことを特徴とする請求項５に記載の構造物。
【請求項８】
　該構造物が、該上部要素（５）に接続可能な弾性緩衝パッド（３）を有することを特徴
とする請求項１に記載の構造物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、支持構造物の分野において適用でき、特に請求項１の前提部分に記載のよう
な、一体的人体支持構造物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　自転車サドル、自動車シート、及びその他のような人体支持構造物の分野において、軽
量であり、乗物を通常使用している間に発生しうる様々な機械的応力に対する抵抗力を有
する構造物の提供が増々望まれている。また、改善された衝撃吸収と同様に、サイクリス
トの体重配分をより効果的に提供し、座席の快適さを向上する新しい解決手段を開発する
ために種々の試みがなされた。
【０００３】
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　周知のように、従来のサドルに関しては、シートポストとの連結は、剛性材料、典型的
には２本の金属棒（例えば、スチール製、または合金製）によってなされている。そして
、２本の金属棒は、相互に適切な間隔を置いて、サドルの下部支持部より下に長手方向に
配置されている。これらの棒は板とねじのように、様々な機械的接続手段により、シート
ポストとサドルに固定されている。
【０００４】
　この従来の解決手段の明らかな欠点は、構造物に重量を加え、外部要素を使用すること
である。その外部要素の使用は、空気力学的特性に大きな影響を与える。また、金属構造
は、単純で安定した調整を認めず、通常の使用中にサドルに作用する様々な応力がそのよ
うな棒にサドル構造物に対する誤った調整（位置ずれ）を引き起こす可能性がある。
【０００５】
　最後に、軽量化を目的としたサドル設計に関して、常にコストパフォーマンスの良くな
いチタニウムや先端複合材のような、ますます高額となる材料が使用されている。
【０００６】
　上記の欠点を排除するために、サドルの下部支持部がシートポストとの接続部に連結す
る解決手段が提案された。
【０００７】
　ＵＳ－Ａ－６５６１５７８号明細書では、シートポストとの接続部が、支持体と一体化
して形成された、単一の長手方向に伸びるレールから成る自転車サドルが開示されている
。それにもかかわらず、この解決手段には、サドルの全体構造をより一層、硬くするとい
う明白な欠点がある。従って、衝撃吸収性を向上させるためのいかなる手段の組み入れを
も阻んでしまう。
【０００８】
　従って、通常のサイクリングに関連する応力は、上部カバーと下部支持部の間にあるパ
ッドにより、唯一抑制が可能である。結果的に、応力はサドルにより不十分にしか吸収さ
れず、利用者にほとんど完全に伝達されてしまう。
【特許文献１】ＵＳ－Ａ－６５６１５７８号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の主目的は、非常に効率的で比較的低コストの支持構造物を提供する事により、
上記欠点を克服することである。
【００１０】
　もう一つの目的は、その構造物の一体設計にも関わらず、パッドや他の衝撃吸収装置の
提供に関係なく、乗物に作用する通常応力をほぼ完全に吸収することが可能な支持構造物
を、提供することである。
【００１１】
　最後に、本発明の別の目的は、軽量で抵抗構造を有する要件に、快適さの特徴を兼ね備
える一体的なサドル構造物を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　前記の目的、及び以下で更に明確になるその他の目的は、請求項１に記載の可動、また
は固定フレームに連結するための一体的人体支持構造物であって、該支持構造物が着座し
た使用者を支えるための上部要素（４）を有し、該上部要素は長手方向の末端部分（８、
８’）を備え、該可動、または固定フレーム（Ｔ）に連結するための下部要素（５）を有
し、該下部要素（５）は、長手方向の末端部分（９、９’）を備え、該上部要素（４）は
該下部要素（５）に対して、対向していて、横に間隔を空けて配置された関係であり、該
上部要素（４）及び該下部要素（５）が、該要素（４、５）の一方だけの長手方向の末端
（６）に近接して、一体的及び弾性的に結合され、該要素（４、５）の間に隙間（７）を
設け、それにより、構造物に加えられる負荷変動に応じて、該要素（４、５）の反対側の
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自由端（８、９）が該隙間（７）を調整可能にすることを特徴とする一体的人体支持構造
物により、達成される。
【００１３】
　従って、本発明における支持構造物は、従来の構造物と比較すると、該構造物が取り付
けられた乗物の通常使用から来る衝撃、及び応力を吸収することを可能にする。
【００１４】
　上部及び下部要素の一方の長手方向末端において、一体的及び弾性的に連結する上部要
素及び下部要素のおかげで、該要素に対する実質的に垂直の運動により、該要素間の距離
を自由に調整することを可能にする。そして、その事は該構造物が取り付けられた乗物か
らの応力を吸収することに著しく役立つ。
【００１５】
　更に、上部要素と下部要素の一体的な構造は、構造物に重量を加える外部要素が存在し
ない限り、高度な空気力学的な構造を提供する。
【００１６】
　望ましくは、上部要素と下部要素の両方が同じ基材で製造されていることが可能であり
、該基材は、所定の弾性係数を有し、プラスチック樹脂から選択される実質的に剛性の材
料である。
【００１７】
　この構成により、本発明の構造物は特に軽量で高い抵抗力を備えることができる。
【００１８】
　更に、特に低コストの材料の使用は、アルミニウム、チタン合金、または先進複合材料
のような、シートそして特に自転車サドルの製造費を増加させてしまう、特殊材料の使用
を回避する。
【００１９】
　相応に、下部要素は、適切な接続手段により、可動または固定フレームに固定可能な実
質的に側面の形状の連結部を有することも可能である。
【００２０】
　本発明のこの追加的特徴により、構造物は、側面によって規定される長手方向に容易に
、そして即座に調整されることも可能である。更に、連結は非常に安定しており、フレー
ムにサドルを連結する手段とサドル間のオフセットを防ぐ。
【００２１】
　望ましくは、上部要素と下部要素の間に弾性ダンピング手段を設置しても良い。すなわ
ち、実質的に弾性材料製のダンピング部材を、好ましくは、構造要素の長手方向末端の一
方に設置する。
【００２２】
　この追加的特徴により、本発明の構造物は、追加的な衝撃吸収要素を備えることも可能
であり、該要素は、おそらくいかなる特定使用者の必要性にも適応することができる。
【００２３】
　更に、好ましくは、該ダンピング手段の連結のために、下部要素に板状の部分を提供し
ても良い。
【００２４】
　本発明のその他の特徴と利点は、以下の添付の図面を参照しつつなされる、一体的人体
支持構造物のいくつかの好ましい非排他的な実施形態の詳細な説明により、さらに明確に
なるであろう。これらの実施形態は単なる例であり、本発明を限定するものではない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　本発明の支持構造物は、着座した人体を支えることができ、図に示されているように自
動車シート、椅子、または自転車サドルとして構成されることが可能である。
【００２６】
　特に図１に示されているように、符号１で示されている支持構造物は、発泡体、スポン
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ジ、エラストマー材料、ゲル、もしくはその他で作られた弾性パッド３を支える骨組み２
を従来通り含むことが可能である。適切な接続手段Ｍにより、サドルは自転車のフレーム
Ｔに連結される。
【００２７】
　図２に示されているように、骨組み２は、着座した使用者を支えるための上部要素４、
及びフレームＴに構造物を接続するように設計されている下部要素５から構成される。要
素４と５は、上部長手方向末端８、８’及び下部長手方向末端９、９’を有する。
【００２８】
　本発明によれば、上部要素４と下部要素５は、自由前端６において一体的に連結されて
いる。
【００２９】
　また、二つの要素４と５は、隙間７を形成するため、横に間隔を空けて配置されている
。そのため、要素４と５の反対側の自由端８と９は、例えば、サイクリストがサドルに座
る際、または自転車で地面のくぼみを乗り越える際に加えられる負荷に応じて、矢印Ｆの
方向に隙間７を調整することが可能である。
【００３０】
　好都合なことに、二つの要素４と５は、剛性材料、または半剛性材料製であり、すなわ
ち、ガラス繊維強化ポリアミド６６のような、強化ポリマー材で製造されることも可能で
ある。成形のような、多くの方法を、該要素の形成のために使用することができる。
【００３１】
　好ましくは、本発明の非排他的実施形態の場合、上部要素４は、使用者の座位に最適に
フィットするように、細長い前部１０と幅広くなっている後部１１を有する場合がある。
【００３２】
　好ましくは、上部要素４は、サイクリングに関連する応力に対して、十分な弾力性と抵
抗力がある連結部を形成するために先細りの前端６を有する。
【００３３】
　好ましくは、下部要素５は、下部１３の伸張方向にサドル全体の調整を容易に行うため
、軸Ｘに沿って、主に長手方向に伸びる側面の形状の下部１３を備えることが可能である
。
【００３４】
　相応に、２つの要素４と５により規定される隙間７に、エラストマーのような弾性材料
製の、特有弾性ダンピング手段１４が挿入されることが可能である。要素１４は、成形に
より直接、形成されることができる。
【００３５】
　構造物１とダンピング体１４の間の連結に一層の安定性を提供するため、下部要素５は
実質的に、幅広くなっている投錨固定後部１５、１５’を備えた円盤型であることが可能
である。この要素５は、構造物１に弾性パッド３の投錨固定するための貫通孔１６、１６
´を有することも可能である。
【００３６】
　更に、上部要素４は、サドルパッド３を固定するため、貫通孔１７、１７’、１７”を
有することも可能である。
【００３７】
　前述から明確であるように、本発明の一体的支持構造物は、意図した目的を達成してい
る。そして、その構造物の一体設計にも関わらず、パッドやその他の衝撃吸収装置の提供
に関係なく、乗物に作用する通常の応力をほぼ完全に吸収することができる支持構造物を
提供する。
【００３８】
　上部及び下部要素の一方の長手方向末端において、一体的及び弾性的に連結する上部要
素と下部要素により、該要素に対する実質的に垂直な面に沿って、該要素間の距離の調整
を自由に行うことができる。そして、それは該構造物が取り付けられた乗物からの応力を
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【００３９】
　本発明の一体的支持構造物には、特許請求の範囲に定義する本発明の発明的概念の範囲
内で、いくつかの変更または変形を加えることができる。細部は、本発明の範囲を逸脱す
ることなく、すべて他の技術的に同等の部品で置き換えることができ、また材料は、いろ
いろな必要に応じて変更することができる。
【００４０】
　以上、本発明を、添付の図面を参照しつつ説明したが、明細書本文と請求の範囲とで使
用した符号は、本発明を理解しやすくするためだけのものであり、どのような意味でも特
許請求の範囲を限定するものではない。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明による支持構造物の立面軸測投影図である。
【図２】一部の詳細を省略した図１の支持構造物の分解図である。
【図３】図２の詳細に関する側面図である。
【図４】一部の詳細を省略した図１の支持構造物の分解図である。
【図５】図２の詳細に関する下面図である。
【符号の説明】
【００４２】
１　　　支持構造物
２　　　骨組み
３　　　弾性パッド，サドルパッド
４　　　上部要素
５　　　下部要素
６　　　自由前端，先細りの前端、長手方向の末端
７　　　隙間
８　　　上部長手方向末端，反対側の自由端、末端部分
８’　　上部長手方向末端、末端部分
９　　　下部長手方向末端，反対側の自由端、末端部分
９’　　下部長手方向末端、末端部分
１０　　細長い前部
１１　　幅広くなっている後部
１３　　下部、投錨固定部分
１４　　弾力性ダンピング手段，要素，ダンピング体
１５　　投錨固定後部、接合部
１５’　投錨固定後部、接合部
１６　　貫通孔
１６’　貫通孔
１７　　貫通孔
１７’　貫通孔
１７”　貫通孔
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【国際調査報告】
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